
ＪＵ石川会員 各位

令和７年１１月２８日（金）をもちまして「軽自動車検査証返納確認書」の発行が終了されました。

１２月１日以降、自動車検査証返納証明書のみ提出の場合は、道路運送車両法第３３条第１項

に定められている事項を記載した『譲渡証明書』の添付が必要となりますのでご注意ください。

『軽自動車検査証返納確認書』発行終了について


